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病第２号議案 

   横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部改正 

 横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

平成23年12月６日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年12月横浜市条例 

第60号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第６項第２号中「25人」を「33人」に改める。 

本則に次の１条を加える。 

（附属機関） 

第８条 法第14条の規定に基づき、別表の中欄に掲げる担任事務を

行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の委員（臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委

員を除く。）の定数は、別表の右欄に掲げる委員の定数のとおり

とする。 

３ 前項に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要

な事項は、病院事業管理者が定める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第８条第１項及び第２項） 

   附  属  機  関       担   任   事   務    委員の定数
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横浜市立病院経営評価委員会    病院の経営状況の点検、評価その他  

病院事業管理者が必要と認める事項に  

ついての調査審議に関する事務    

 10人以内 

横浜市立みなと赤十字病院指定管 

理者選定委員会         

 横浜市立みなと赤十字病院の指定管  

理者（地方自治法（昭和22年法律第67  

号）第244条の２第３項に規定する指  

定管理者をいう。以下同じ。）の候補  

者の選定等についての調査審議に関す  

る事務               

 10人以内 

横浜市立脳血管医療センター介護 

老人保健施設指定管理者選定委員 

会               

 横浜市立脳血管医療センターに附置  

される介護老人保健施設の指定管理者  

の候補者の選定等についての調査審議  

に関する事務            

 10人以内 

  

附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第４条第

６項第２号の改正規定は、平成24年１月４日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市立脳血管医療センターに附置される介護老人保健施設の定

員を変更するとともに、横浜市立病院経営評価委員会等を設置する

ため、横浜市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正したいの

で提案する。 



病第２号 

259 

 参  考  

   横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 経 営 の 基 本 ） 

第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

６  第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 横 浜 市 立 脳 血 管 医 療 セ ン タ ー に 附 置 さ れ

る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 定 員 の 計 画 は 、 次 の と お り と す る 。 

 （ 第 １ 号 省 略 ） 

(2)  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

及 び 同 法 第 ８ 条 の ２ 第 ８ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ 

                   33 人  
ー シ ョ ン を 受 け る こ と が で き る 者    
                  25 人  

（ 附 属 機 関 ） 
 

第 ８ 条  法 第 14 条 の 規 定 に 基 づ き 、 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 担 任 事 務 を 
 

行 う た め 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 左 欄 に 掲 げ る 附 属 機 関 を 置 く 。 
 

２  附 属 機 関 の 委 員 （ 臨 時 委 員 、 専 門 委 員 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 委 
 

員 を 除 く 。） の 定 数 は 、 別 表 の 右 欄 に 掲 げ る 委 員 の 定 数 の と お り 
 

と す る 。 
 

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 附 属 機 関 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 
 

な 事 項 は 、 病 院 事 業 管 理 者 が 定 め る 。 
 

別 表 （ 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 ） 

   附  属  機  関        担  任  事  務     委員の定数

横浜市立病院経営評価委員会    病院の経営状況の点検、評価その他  

病院事業管理者が必要と認める事項に  

ついての調査審議に関する事務    

 10 人以内 
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横浜市立みなと赤十字病院指定管 

理者選定委員会         

 横浜市立みなと赤十字病院の指定管  

理者（地方自治法（昭和22年法律第67  

号）第244条の２第３項に規定する指  

定管理者をいう。以下同じ。）の候補  

者の選定等についての調査審議に関す  

る事務               

 10 人以内 

横浜市立脳血管医療センター介護 

老人保健施設指定管理者選定委員 

会               

 横浜市立脳血管医療センターに附置  

される介護老人保健施設の指定管理者  

の候補者の選定等についての調査審議  

に関する事務            

 10 人以内 

                              

 

 

 


